
 

国内でＭＥＲＳ患者に接触した者への対応について 

 

（※1）必要な感染予防策：手指衛生を行う、手袋、サージカルマスク（又は N95 マスク）、眼の防護具（フェイスシールドやゴーグル）、

ガウンを装着することが望ましいが、２メートル以内に近づかない、侵襲的な処置をしない等のリスクが少ない状況では、眼の防

護具やガウンは必須ではない。 

（※2）毎日２回、体温、症状の有無等を都道府県等に報告。 

（※3）接触状況、接触者の生活状況(MERS のハイリスク者との接点があるかどうか)等を勘案し、全く自宅から外出しない、公共交通

機関を利用しない、不特定多数が利用する場所へ出入りしない、勤務先に出社等しない、学校に登校しない、診療に従事しない、

等のうち適切な措置を要請。 

（※4）発熱を伴わない急性呼吸器症状を呈する場合等に、健康診断を実施し、「疑似症」に該当するか否かを早期に判断。 

（※5）確定例が発病後、公共交通機関等、不特定多数の者が利用する施設の利用があった場合は、その症状や、状況等を検討した上

で、メデイア等を使った接触者探知を行う必要があるかどうかを検討する。 

 

参考：別添 国立感染症研究所｢中東呼吸器症候群（MERS）に対する積極的疫学調査実施要領(暫定版)｣（平成 27 年 6 月 10日改訂） 

接触状況 考えられる対象者 対応 

１．ＭＥＲＳ患者に接触した者等で「疑似症」の要件に該当する者： 

「中東呼吸器症候群（MERS）の国内発生時の対応について」（平成 27 年９月 18 日健感 0918 第６号）における「ＭＥ

ＲＳ疑似症患者の定義」のいずれかに該当する者 
入院措置 

２．ＭＥＲＳ患者に発病日以降に接触した者等で「疑似症」の要件に該当しない者： 

濃厚接触者 

 i. 世帯内接触者： 症例と同一住所に居住する者 

ii. 医療関係者等： 個人防護具を装着しなかった又は正しく着用しないなど、必要な感染予防

策（※1）なしで、症例の診察、処置、搬送等に直接係わった医療関係者や搬送担当者 

iii. 汚染物質の接触者： 症例由来の体液、分泌物（痰など（汗を除く））などに、必要な感染

予防策なしで接触した者等。 

iv. その他： 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として２メートル）

で、必要な感染予防策なしで、症例と接触があった者等。 
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その他接触者 

（※5） 

i. 症例が発病した日以降に症例と同じ病棟に滞在する等空間を共有する接触があったものの

うち、濃厚接触者の定義に該当しないもの 

ii. 必要な感染予防策をした上で確定例や確定例由来の検体と接触した医療関係者や搬送担当

者等 
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